
⑤ 研究費獲得について、個別の問題として見られるのが、若くして主任研究   

者になった場合の問題である。このような場合、主任研究者になった者は、   

長期間研究費を獲得し続けることが必要になり、常に目覚しい研究成果を出   

すことに追われ、焦りが生じたり、研究室のスタッフ等への圧力が強くなる   

ことがあり、このことが不正行為につながりかねない、という問題を指摘す   

ることができよう。  

⑥ 多額の国費が充当される研究開発プロジェクトや競争的資金による研究を   

中心に、研究評価が行われるようになっている。研究者としては、研究評価   

により、研究費やポストが左右されることにもなる。また、研究組織として   

も、どの程度研究成果が上がっているか、有用な研究なのか、 個々の研究評   

価の積み重ねが組織全体の評価につながり、研究成果について数値目標を設   

定することもある。このような研究評価の進展に伴い、雑誌の影響度を測る   

指標であるはずのインパクトファクターが安易に研究評価の指標として利用   

される場合があるため、評価者や研究者が著名な科学雑誌に論文が掲載され   

ることを過度に重要視する傾向が見られ、それが不正行為が起きる背景にな   

っているとも考えられる。  

Ⅳ 不正行為に対する取り組み  

1 日本学術会議、大学・研究機関、学協会の不正行為への取り組み  
（1）日本学術会議の取り組み   

日本学術会議は、科学者の代表機関としての立場から、研究者倫理全体を見  
据え、科学者の自律のための倫理規範の確立を目指し、平成18年秋を目標に  
全科学者が共有すべき行動規範の策定に取り組んでいる。また、教育・研究機  
関、学協会、研究資金提供機関に対し、倫理綱額や研究活動を支える行動規範  
等の策定、倫理教育の実施、担造、改．ざん、盗用などの不正行為全般に厳正に  
対処する制度の導入などについて自主的に取り組むよう要請することとしてい  

る。   

（2）大学・研究機関、学協会の取り組み  
①行動規範や不正行為への対応規程等の整備  

日本学術会議が平成16年に行った学会に対する調査によると、倫理綱領   

を制定済みの学会は有効回答838のうち97学会であり、制定も検討もし   
ていない学会は617学会であった。また、不正行為の疑義が発生した場合   
に対処する組織や手続を決めている学会は148学会、決めていない学会が   
689学会となっており（以上、平成17年7月日本学術会議学術と社会常   
置委員会報告「科学におけるミスコンダクトの現状と対策」より）、これら   
からは、研究者の不正行為の防止策や疑義があった場合の対応策について取   

り組みが進んでいないことがうかがわれる。  

また、大学・研究機関においては、東京大学、理化学研究所、産業技術総   
合研究所など、不正行為の疑義に対応する規程を定めている例が見られるが、   
ごく一部に限られている。   



このような取り組みは、研究者や大学・研究機関、研究者コミュニティの  

自律性や自浄力を保障し、高めるために有効・適切なものであり、大学・研  

究機関や学協会において、研究者の行動規範や、不正行為の疑惑が指摘され  

たときの調査手続や方法などに関する規程等を整備することが求められる。   

②防止のための取り組み  

ア）研究活動に関して守るべき作法の徹底  

大学・研究機関、学協会においては、実験・観察ノート等の記録媒体の  

作成（方法等を含む）・保管や実験試料・試薬の保存等、研究活動に関し  

て守るべき作法について、研究者や学生への徹底を図ることやそれらの保  

存期間を定めることが求められる。これは不正行為の防止のためであると  

ともに、研究者の自己破壊を防止するためでもあり、自らの研究に不正行  

為がないことを説明し、不正の疑義から自らを守るためでもある。  

イ）研究者倫理の向上  

不正行為が指摘されたときの対応のルールづくりと同時に、不正行為が  

起こらないようにするため、大学・研究機関や学協会においては、研究倫  

理に関する教育や啓発等、研究者倫理の向上のための取り組みが求められ  

る。例えば、大学院において、研究活動の本質や研究倫理についての教育  

プログラムを導入することが考えられる。  

このような自律性を高める取り組みについては、特に学生や若手研究者  

を指導する立場の研究者が自ら積極的に取り組むべきことは当然である  

が、まさにそのためにも、このような指導的立場の研究者に対して、研究  

倫理等の教育を徹底し、内面化することが不可欠であり、大学・研究機関  

が組織として取り組むことが求められる。   

2 文部科学省における競争的資金等に係る不正行為への対応  

（1）文部科学省の取り組みの必要性   

文部科学省においては、国費を研究費として投入している立場から、適正な  

研究費の活用に意を用いる必要がある。不正行為はそれ自体として国費投入の  

趣旨を損なうばかりか、他の研究にも悪影響を及ぼすものである。このことか  

ら、文部科学省においては、研究費の配分の観点を中心に不正行為防止も含め、  

不正行為への厳正な対応に取り組んでいくことが必要である。  

（2）競争的資金等に係る不正行為への対応  

① 不正行為は研究費の出所や金額の多寡の如何に関係なく許されないことか   

ら考えると、文部科学省としても大学・研究機関等と同様、研究費の如何を   

問わず重大な関心を持つべき事柄である。  

② しかし、国費による研究資金の効率的な活用の観点や不正行為が行われた   

場合の行政的な措置の観点も考えると、行政としての対応の対象を考えるに   

当たっては以下のことに留意するべきである。   

ア）競争的資金による研究の場合は、研究費と研究活動及び研究成果との対  

応関係が明確であり、不正行為についても、研究費との対応関係が明確で  

あるが、基盤的経費による研究についてはそのような対応関係が不明確で  

ある。   



イ）基盤的経費は国費が充当されていても、特定の研究ないし研究者ではな  

く、機関を対象に措置されるものであり、その管理は大学・研究機関に委  
ねられている。基盤的経費による所属研究者の不正行為については、機関  
が組織を律する責任において対処すべき、いわば内部管理の範囲に属する  
問題であり、文部科学省が個別の事案に対応したり、ガイドラインにより  

一律に対応を定めたりすべき事柄ではない。  

ウ）競争的資金による研究上の不正■行為についてはアに述べたように、資金  
配分機関は当該研究活動に対して、その配分資金に関する対応が可能であ  

り、また厳正な措置が必要とされるが、これまではそれに関するルールが  

ないため、それを新たに構築することが喫緊の課題である。   

③ 本特別委員会は、以上のような観点に立って、特定の課題に対して配分す   
る競争的資金に係る研究活動の不正行為に？いて対応することとし、対応措  

置に関するガイドラインの内容を検討し、本報告書の第2部としてその結果  

を記した。これに基づき、早急に文部科学省において規程等の整備を行うと  

ともに、資金配分機関や大学・研究機関にこのガイドラインを提示し、各機  

関における不正行為への対応のルールづくりを促進することを求めるもので  

ある。なお、大学・研究機関におけるルールづくりは、競争的資金に係る不  

正行為に限定するものではなく、①に述べたように、研究費の如何を問わず  

対象にすべきことはいうまでもない。   

④ 不正行為への対応の取り組みが厳正なものでなければならないことは当然  

であるが、学問の自由を侵すものとなってはならないことはもとより、大胆  

な仮説の発表が抑制されるなど、研究を萎縮させるものとなってはならず、  

むしろ不正への対応が研究を活性化させるものであるという本来の趣旨を忘  

れてはならない。   

⑤ なお、府省直轄で、特定の研究課題について、選定した研究機関に研究プ  

ロジェクトを委託する研究（いわゆるプロジェクト型研究）については、競  

争的資金によって行われてはいないが、研究費と研究活動には一定の対応関  

係があり、求められる成果の獲得が不正行為により妨げられる場合もあるこ  

とから、競争的資金を活用した不正行為への対応の制度化を踏まえ、これに  

準じた制度を導入することが望まれる。   

3 他府省庁所管等の機関との共通性   
本報告書第1部で示す考え方は、文部科学省所管の機関のみならず、研究活  

動を行う他痢‥省庁・地方公共団体所管の機関や企業及びその所属する研究者に  

ついても、原則的に同様のことが該当するはずである。これらの機関において  

も、ガイドラインを参考に適切な取り組みが行われることを期待する。   



第2部 競争的資金  に係る研究活動におけ  る不正行為対応ガイドライン  

Ⅰ 本ガイドラインの目的   

本ガイドラインは、競争的資金に係る研究活動の不正行為に、文部科学省及  

び文部科学省所管の独立行政法人である資金配分機関や大学等の研究機関が適  

切に対応するため、それぞれの機関が整備すべき事項等について指針を示すも  

のである。各機関においては、本ガイドラインに沿って、研究活動の不正行為  

に対応する適切な仕組みを整えることが求められる。また、資金配分機関にお  

いては、本ガイドラインを実効あるものとするため、競争的資金の公募要領や  

委託契約書等に本ガイドラインの内容を反映させることが求められる。さらに、  

文部科学省所管の競争的資金を活用していない研究における不正行為について  

も、各研究機関において、本ガイドラインを踏まえた適切な仕組みを整えるこ  

とを強く期待する。  

Ⅱ 研究活動の不正行為等の定義  

1 対象とする不正行為   

本ガイドラインの対象とする研究活動は、文部科学省及び研究費を配分する  

文部科学省所管の独立行政法人の競争的資金を活用した研究活動であり、本ガ  

イドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデー  

タ、情報または調査結果等の担造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意に  

よるものではないと本人によって明らかにされたものは不正行為には当たらな  

い。  

（1）捏造   

データ、研究結果等を偽造すること、又はこれら偽造したものを記録したり  

報告または論文等に利用したりすること。   

（2）改ざん   

研究資料・機器・過程を変更する操作を行うこと、又は変更・変造したデー  

タ・結果等を用いて研究の報告、論文等を作成・発表すること。   

（3）盗用   

他の研究者のアイディア、研究過程、研究結果、論文又は用語を、当該研究  

者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。   



2 対象となる競争的資金  

本ガイドラインにおける「競争的資金」とは、資金配分主体が、広く研究開   

発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科   

学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研   

究者等に配分する研究開発資金として、内閣府において「競争的資金」と整理   

されている文部科学省所管のもの等であり、当面以下に掲げるものとする。こ   

れに変更があった場合にはその都度明示されるものとする。   

① 文部科学省において競争的資金の範暗に数え上げられているもの（平成1  

8年度）、すなわち、科学研究費補助金、科学技術振興調整費、21世紀C  

OEプログラム、キーテクノロジー研究開発の推進、地球観測システム構築  

推進プラン、原子力システム研究開発事業、戦略的創造研究推進事業、先端   

計測分析技術・機器開発事業、革新技術開発研究事業、独創的シーズ展開事   

業、産学共同シーズイノベーション化事業、地域結集型研究開発型プログラ  

ム等、重点地域研究開発推進プログラムの13制度。   

② その他、課題採択過程において競争的な要素を有するもの、すなわち私立  

大学学術研究高度化推進事業。   

3 対象となる研究者及び研究機関  

本ガイドラインの対象となる研究者は、対象となる競争的資金の配分を受け   

て研究活動を行っている研究者である。また、本ガイドラインの対象となる研   

究機関は、それらの研究者が所属する機関、又は対象となる競争的資金を受け   

ている機関であり、国内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、大学共同   

利用機関、国及び地方公共団体の直轄研究機関、独立行政法人、財団法人、社   

団法人、企業等が該当し 、これらを本ガイドラインでは単に「研究機関」とい   

う。   

4 対象となる資金配分機関   

本ガイドラインの対象となる資金配分機関は文部科学省、独立行政法人科学  

技術振興機構及び独立行政法人日本学術振興会であり、これらを本ガイドライ  

ンでは、単に「資金配分機関」という。  

Ⅲ 告発等の受付  

1 告発等の受付体制  

う。）   ① 研究機関及び資金配分機関（以下Ⅲ及びⅣにおいて「研究機関等」とい  

は、研究活動の不正行為に関する告発等の窓口（以下「受付窓口」という。）   
を各々設置しておくものとする。なお、このことは必ずしも新たに部署を設   

けることを意味しない。  

② 研究機関等は、設置する受付窓口について、その名称、場所、連絡先、受   

付の方法などを定め、機関内外に周知する。  

③ 研究機関等は、告発者が告発の方法を書面、電話、FAX、電子メール、   

面談など自由に選択できるように受付窓口の体制を整える。   



④ 研究機関等は、告発等の受付や調査・事実確認（以下単に「調査」という。）  

担当の者が、自らが関与する事案に関与しないよう取り計らう。   

⑤ 告発等の受付から調査に至る体制について、研究機関等はその責任者とし  

て例えば理事、副学長等適切な地位にある者を指定し、必要な組織を構築し  

て企画・整備・運営する。また、これらに係る内部規程を定め、公表する。   

2 告発等の取扱い   

① 告発は、受付窓口に対する書面、電話、FAX、電子メール、面談などを  

通じて、研究機関等に直接行われるべきものとする。   

② 告発は、原則的に、顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・  

グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学  

的合理的理由が示されているもののみを受付ける。   

③ ②に関わらず、匿名による告発があった場合、研究機関等は告発の内容に  

応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。   

④ 告発があった研究機関等が調査を行うべき機関に該当しないときは、Ⅳ1  

により調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。回付された研  

究機関等は当該機関に告発があったものとして当該告発を取り扱う。また、  

Ⅳ1により、告発があった研究機関等に加え、他にも調査を行う研究機関等  

が想定される場合は、告発を受けた研究機関等は該当する機関に当該告発に  

ついて通知する。   

⑤ 書面による告発など、受付窓口が受付けたか否かを告発者が知りえない方  

法による告発がなされた場合は、研究機関等は告発者（③の場合の告発者を  

除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名による  

告発者として取り扱う。以下同じ）に受付けたことを通知する。   

⑥ 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指摘された場  

合は、不正行為を指摘された者が所属する機関に③の場合の告発があった場  

合に準じて取扱うものとする。   

⑦ 告発までに至らない段階の相談については、相談を受けた機関はその内容  

に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた  

場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。これ  

に対して告発の意思表示がなされない場合にも、研究機関等の判断で当該事  

案の調査を開始することができる。   

3 告発者・被告発者の取扱い  

① 告発を受付ける場合、個室で面談したり、電話や電子メールなどを窓口の   

担当職員以外は見聞できないようにするなど、告発内容や告発者の秘密を守   

るため適切な方法を講じなければならない。  

② 研究機関等は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容   
及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反   

して調査関係者以外に洩出しないよう、関係者の秘密保持を徹底する。  

③ 調査事案が洩出した場合、研究機関等は告発者及び被告発者の了解を得て、   
調査中に関わらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告   

発者又は被告発者の責により洩出した場合は、当該人の了解は不要とする。   



④ 研究機関等は、悪意（被告発者を陥れるため、あるいは被告発音が行う研   

究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発   

者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同   

じ。）に基づく告発を防止するため、告発は原則顕名によるもののみ受付け   

ることや、告発には不正とする科学的合理的理由を示すことが必要であるこ   

と、告発者に調査に協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づ   

く告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発が   

ありうることなどを機関内外にあらかじめ周知する。  

⑤ 研究機関等は、単に告発したことを理由に告発者に対し、解雇や配置転換、   

懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。  

⑥ 研究機関等は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、   

被告発音の研究活動を全面的に禁止してはならない。また、同様に解雇や配   

置転換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。  

Ⅳ 告発等に係る事案の調査  

1 調査を行う機関   

① 研究機関に所属する（どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研究  

機関の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。）研究者に係  

る研究活動の不正行為の告発があった場合、原則として、当該研究機関が告  

発された事案の調査を行う。   

② 被告発者が複数の研究機関に所属する場合、原則として被告発者が告発さ  

れた事案に係る研究を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数の機  

関が合同で調査を行うものとする。ただし、中心となる機関や調査に参加す  

る機関については、関係機関間において、事案の内容等を考慮して別の定め  

をすることができる。   

③ 被告発者が所属する研究機関と異なる研究機関で行った研究に係る告発が  

あった場合、所属する研究機関と研究が行われた研究機関とが合同で、告発  

された事案の調査を行う。   

④ 被告発者が、告発された事案に係る研究を行っていた際に所属していた研   

究機関を既に離職している場合、現に所属する研究機関が、離職した研究機   

関と合同で、告発された事案の調査を行う。被告発者が離職後、どの研究機   

関にも所属していないときは、告発された事案に係る研究を行っていた際に   

所属していた研究機関が、告発された事案の調査を行う。   

⑤ 上記①から④によって、告発された事案の調査を行うこととなった研究機   

関は、被告発者が当該研究機関に現に所属しているかどうかに拘らず、誠実  

に調査を行わなければならない。  

⑥ 被告発者が、調査開始のとき及び告発された研究を行っていたときの双方   

の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、調査を行うべき   

研究機関による調査の実施が極めて困難であると、告発に係る研究に対する   

研究費を配分した資金配分機関が特に認めた場合は、当該研究機関の同意を   

得て、当該資金配分機関が調査を行う。この場合、当該研究機関は当該資金   

配分機関から協力を求められたときは、誠実に協力しなければならない。   



⑦ 調査を行うについては、研究機関は他の研究機関や学協会等の研究者コミ   

ユニティに、また、資金配分機関は告発された研究の分野に関連がある研究   

機関や学協会等の研究者コミュニティに、これを委託することができる。こ  

のとき、Ⅲ3①から③及びⅣは委託された機関に準用されるものとする。   

2 告発等に対する調査体制・方法  

（1）予備調査  

① Ⅳ1によって調査を行う研究機関等（以下、「調査機関」という。）は、   

告発を受付けた後速やかに、告発された行為が行われた可能性、告発の際示   

された科学的合理的理由の論理性、告発された研究の公表から告発までの期   

間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の   

検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期   

間、あるいは被告発者が所属する研究機関が定める保存期間を超えるか否か   

など内部的に予備調査を行う。  

② 告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調   

査を行う場合は、取り下げに至った経緯・事情を含め、不正行為の問題とし   

て調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。  

③ 調査機関は、予備調査の結果、告発がなされた事案が本格的な調査をすべ   

きものと判断した場合、本調査を行う。調査機関は告発を受け付けた後、例   

えば概ね30日以内に本調査を行うか否か決定するものとする。本調査を行   

う場合、決定後相当の期間．（例えば概ね30日）内に本調査が開始されるべ   

きものとする。  

④ 本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通   

知するものとする。さらに、予備調査で悪意に基づく告発と判明したときは、   

調査機関は、告発者が所属する機関にその旨通知する。当該所属機関は当該   

告発者に対し、内部規程に基づき適切な処置を行う。   

（2）本調査  

①通知・報告   

ア）本調査を行うことを決定した場合、調査機関は、告発者及び被告発者に  

対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。告発された事  

案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の  

者や被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮する。   

イ）調査機関が研究機関であるときは、研究機関は当該事案に係る研究に配  

分された競争的資金の配分機関に本調査を行う旨通知する。当該資金配分  

機関が文部科学省でないときは、当該資金配分機関は当該通知を文部科学  

省に報告する。  

②調査体制   

ア）調査機関は、本調査に当たっては、当該研究分野の研究者であって当該  

調査機関に属さない者を含む調査委員会を設置する。この調査委員は告発  

者及び被告発者と直接の利害関係（例えば、不正行為を指摘された研究が  

論文のとおりの成果を得ることにより特許や技術移転等に利害があるな  

ど）を有しない者でなければならない。   



イ）調査機関は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を告  

発者及び被告発者に示すものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、  

あらかじめ調査機関が定めた期間内に異議申立てをすることができる。異  

議申立てがあった場合、調査機関は内容を審査し、その内容が妥当である  

と判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、そ  

の旨を告発者及び被告発者に通知する。   

ウ）調査委員会の調査機関内における位置づけについては、調査機関におい  

て定める。  

③調査方法・権限   

ア）本調査は、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生デー  
タ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請などにより  

行われる。この際、被告発者の弁明の聴取が行われなければならない。   

イ）被告発者が調査委員会から再実験などにより再現性を示すことを求めら  

れた場合、あるいは自らの意思によりそれを申し出た場合は、それに要す  

る期間及び機会（機器、経費等を含む。）が調査機関により保障されなけ  

ればならない。   

ウ）上記ア、イに関して、調査機関は調査委員会の調査権限について定め、  
関係者に周知する。この調査権限に基づく調査委員会の調査に対し、告発  

者及び被告発者などの関係者は誠実に協力するものとする。また、調査機  
関以外の機関において調査がなされる場合、調査機関は当該機関に協力を  

要請する。協力を要請された機関は誠実に協力するものとする。  

④調査の対象となる研究  

調査の対象には、告発等に係る研究のほか、調査委員会の判断により調査   

に関連した被告発者の他の研究をも含めることができる。  

⑤証拠の保全措置  

調査機関は本調査に当たって、告発等に係る研究に関して、証拠となるよ   

うな資料等を保全する措置をとる。この場合、告発等に係る研究が行われた   

研究機関が調査機関となっていないときは、当該研究機関は調査機関の要請   

に応じ、告発等に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措   

置をとる。これらの措置に影響しない範囲内であれば、被告発者の研究活動   

を制限しない。  

⑥調査の中間報告  

調査機関が研究機関であるときは、告発等に係る研究に対する資金を配分   

した機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該資   

金配分機関に提出するものとする。  

⑦調査における研究または技術上の情報の保護   

調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究また   

は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することの   

ないよう十分配慮する。   




